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地域包括ケアシステムの実現を目指す岡山プライマリ・ケア学会の取り組み
～ケアキャビネット（晴れやかネット拡張機能）の利用促進を～

� 地域包括ケア部会委員　　　　　
福　嶋　啓　祐岡山プライマリ・ケア学会会長

　岡山プライマリ・ケア学会は、岡山県医師会が主体となり他の医療・介護・福祉専
門職団体等の協力のもと、多職種連携によるプライマリ・ヘルス・ケアの研究とその
実践に努めてまいりました。
　医療・保健・福祉・介護の専門職が協力して学会の運営にあたり、岡山の地域に貢
献して来た歴史があります。
　各委員会活動を通じて、少子高齢・多死社会に対応する方策を検討してきました。
　まさに国がかかげる地域包括ケアシステム構築の先駆けを果たしてきたと思いま
す。
　平成21年の第16回岡山プライマリ・ケア学会学術大会ののち、主に作業部会が中心
となって連携シート『むすびの和』の策定普及活動を開始しました。
　連携シート『むすびの和』はICF（国際生活機能分類）の理念のもと、利用者（患者）
のQOL向上をはかることを目的として、利用者（患者）や家族、医療関係者、介護・
福祉関係者、ケアマネジャーが心を１つにして連携を図ることを目的としています。
　病院間や医師同士の医療連携シートではなく、利用者（患者）や家族の「思いや願
い」を明らかにして、医療と福祉を結ぶ為の連携シートです。
　平成23年度からは浅口地区などでモデル事業を実施しました。
　平成25年度には『むすびの和』のインターネット利用双方向情報交換の試験的実施
を行い、平成26年度には、岡山県と協力して備中保健所井笠支所管内３市２町（浅口
市・井原市・笠岡市・里庄町・矢掛町）３医師会（浅口・井原・笠岡）で、在宅医療
連携拠点が主体となったケアキャビネット（晴れやかネットの拡張機能を利用した多
職種連携情報共有ツール）のモデル事業を実施しました。
　平成26年度モデル事業実施状況調査集計を図表に示しました。
　参加施設からさまざまな意見が出されました。
　その中で、『むすびの和』がケアマネジャーのアセスメント・シートとして利用出
来れば、利便性が増し一層普及すると考え、岡山プライマリ・ケア学会作業部会が『む
すびの和改訂版』を作成しました。
　県とも協議の上、各市町村にも意見を求め、フェイスシート、課題分析基本項目（23
項目）、医療介護連携シートとしての条件をすべてクリアしたシートになりました。

地域包括ケアネットワーク No.27
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　Word・Excelにも対応できるものとしました。
　『むすびの和改訂版』は、ケアマネジャーのアセスメント・シートとして適切であ
ると評価を得た連携シートとして普及を目指しています。
　平成27年度は、ケアキャビネットでの『むすびの和改訂版』の活用に向け、県・市
町村・郡市等医師会・晴れやかネット事務局などと協議を進めています。
　利用者（患者）や家族の「思いや願い」を明らかにして、多職種・多機関が連携し
て地域を支えていく為に、日々の情報・画像・動画・データなどをタイムリーに共有
し、円滑なコミュニケーションをはかり、質の高いサービスが切れ目なく提供できる
体制を整備したいと思います。
　県内では高梁市・総社市・北児島（医師会）などでもケアキャビネットの利用が始
まりました。
　皆さん、晴れやかネットとケアキャビネットに参加しましょう。
　（晴れやかネット基本機能に参加している医療機関はケアキャビネットの月額利用
料は不要です）
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地域包括ケアシステムの実現を目指す岡山プライマリ・ケア学会の取り組み
～ケアキャビネット（晴れやかネット拡張機能）の利用促進を～

� 地域包括ケア部会委員　　　　　
福　嶋　啓　祐岡山プライマリ・ケア学会会長

　岡山プライマリ・ケア学会は、岡山県医師会が主体となり他の医療・介護・福祉専
門職団体等の協力のもと、多職種連携によるプライマリ・ヘルス・ケアの研究とその
実践に努めてまいりました。
　医療・保健・福祉・介護の専門職が協力して学会の運営にあたり、岡山の地域に貢
献して来た歴史があります。
　各委員会活動を通じて、少子高齢・多死社会に対応する方策を検討してきました。
　まさに国がかかげる地域包括ケアシステム構築の先駆けを果たしてきたと思いま
す。
　平成21年の第16回岡山プライマリ・ケア学会学術大会ののち、主に作業部会が中心
となって連携シート『むすびの和』の策定普及活動を開始しました。
　連携シート『むすびの和』はICF（国際生活機能分類）の理念のもと、利用者（患者）
のQOL向上をはかることを目的として、利用者（患者）や家族、医療関係者、介護・
福祉関係者、ケアマネジャーが心を１つにして連携を図ることを目的としています。
　病院間や医師同士の医療連携シートではなく、利用者（患者）や家族の「思いや願
い」を明らかにして、医療と福祉を結ぶ為の連携シートです。
　平成23年度からは浅口地区などでモデル事業を実施しました。
　平成25年度には『むすびの和』のインターネット利用双方向情報交換の試験的実施
を行い、平成26年度には、岡山県と協力して備中保健所井笠支所管内３市２町（浅口
市・井原市・笠岡市・里庄町・矢掛町）３医師会（浅口・井原・笠岡）で、在宅医療
連携拠点が主体となったケアキャビネット（晴れやかネットの拡張機能を利用した多
職種連携情報共有ツール）のモデル事業を実施しました。
　平成26年度モデル事業実施状況調査集計を図表に示しました。
　参加施設からさまざまな意見が出されました。
　その中で、『むすびの和』がケアマネジャーのアセスメント・シートとして利用出
来れば、利便性が増し一層普及すると考え、岡山プライマリ・ケア学会作業部会が『む
すびの和改訂版』を作成しました。
　県とも協議の上、各市町村にも意見を求め、フェイスシート、課題分析基本項目（23
項目）、医療介護連携シートとしての条件をすべてクリアしたシートになりました。

地域包括ケアネットワーク No.27
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　Word・Excelにも対応できるものとしました。
　『むすびの和改訂版』は、ケアマネジャーのアセスメント・シートとして適切であ
ると評価を得た連携シートとして普及を目指しています。
　平成27年度は、ケアキャビネットでの『むすびの和改訂版』の活用に向け、県・市
町村・郡市等医師会・晴れやかネット事務局などと協議を進めています。
　利用者（患者）や家族の「思いや願い」を明らかにして、多職種・多機関が連携し
て地域を支えていく為に、日々の情報・画像・動画・データなどをタイムリーに共有
し、円滑なコミュニケーションをはかり、質の高いサービスが切れ目なく提供できる
体制を整備したいと思います。
　県内では高梁市・総社市・北児島（医師会）などでもケアキャビネットの利用が始
まりました。
　皆さん、晴れやかネットとケアキャビネットに参加しましょう。
　（晴れやかネット基本機能に参加している医療機関はケアキャビネットの月額利用
料は不要です）
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　備中保健所井笠支所管内　在宅医療連携拠点におけるケアキャビネット
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医療情報システムと医療事故
　先頃発表されました『日本再興戦略』改定2015のテーマ１：国民の「健康寿命」
の延伸として、⑶新たに講ずべき具体的施策　②�医療・介護等分野におけるICT化
の徹底の中において「医療等分野でのデータのデジタル化・標準化の推進／地域医
療情報連携（介護を含む。）等の推進」の項目があります。
　医療等分野でのデータの電子化・標準化を通じて、検査・治療・投薬等診療情報
の収集・利活用を促進する。このため、2018年度までを目標に地域医療情報連携ネッ
トワーク（病院と診療所間の双方向の連携を含む。）の全国各地への普及を実現する
とともに、2020年度までに地域医療において中核的な役割を担うことが特に期待さ
れる400床以上の一般病院における電子カルテの全国普及率を90％まで引き上げ、中
小病院や診療所における電子カルテ導入を促進するための環境整備を図る（現状は
400床以上で57％）。
　これらの目標実現のため、各都道府県が策定する医療計画等に地域医療情報連携
ネットワークの今後の取り組みを促す。また、次期診療報酬改定時に、診療報酬に
おけるICTを活用した医療情報連携の評価の在り方を検討すること等が発表されて
います。
　このように医療におけるICT化の促進が目標とされる中において情報システムに
関わる医療事故、医事紛争が少なからず発生していることも看過できない事実です。
　電子カルテシステムの運用に関わる医事紛争として比較的多いものは個人情報漏
洩に関するもの、処方における誤薬投与や過剰投与などです。
　個人情報漏洩そのものより、最近は患者カルテに対する不正アクセスが訴訟に持
ち込まれることが多くなっております。医療機関の職員であれば電子カルテに登録
されている患者の医療情報に関して何を閲覧してもいいわけではありません。数年
前に発生した年金問題においても担当者による不正閲覧が大きく問題視されました
が、最近も東北地方で『興味本位』のカルテの不正アクセスが係争問題となってお
ります。
　厚生局の個別指導の立ち会い時においても医師と医事職員が同一のID、パスワー
ドを用いて診療をおこなっている医療機関が予想以上に多いことを再認識させられ
ている現状です。やはり、電子カルテの運用において『医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン　第4.2版』を再読していただき、利用者管理、職種別（利
用者別）のアクセス権限設定ならびにアクセスログ管理体制の確立した環境でおこ
なうことをおすすめします。
　さらに医療安全の管理の観点からも電子カルテシステムの標準化が進められてい
る状況ですが、まだまだ不十分な状況でベンダーの違いのみならず、同一ベンダー
の製品においてすら操作方法、チェック機能がまちまちであり、使い慣れていない
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